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平成２６年（ネ）第１２６号	 大飯原発３，４号機運転差止請求控訴事件 

一審原告	 松田正	 外１８４名 

一審被告	 関西電力株式会社 

	 

証	 拠	 説	 明	 書	 

（控訴審第28準備書面関係）	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２９年１月２３日	 

	 

名古屋高等裁判所金沢支部民事部第１部Ｃ１係	 御中 

一審原告ら訴訟代理人弁護士	 佐 藤 辰 弥	 	  

同	 	 	 	 	 	 	 	 	 弁護士	 笠 原 一 浩	 	  

ほか 

号	 証	 
標	 	 	 	 	 目	 

（原本・写しの別）	 

作	 成	 

年月日	 
作成者	 立	 証	 趣	 旨	 

甲403	 研 究 報 告 ：

2011年東北地

方太平洋沖地

震 	 第 2 回	 	 

津波	 

http://www.z

isin.jp/modu

les/pico/ind

ex.php?conte

nt_id=2313	 

写し	 平成23年9

月	 

公益社団法

人日本地震

学会	 

東北地方太平洋沖地震につ

いては，国土地理院などが

津波の浸水域を示している

が，砂質堆積物の到達限界

はそれよりも１～２km手前

までしか及んでいないとい

うこと	 

甲404	 図面(高浜・

明 治 26 年 測

図)	 

写し	 平 成 28 年

11月9日	 

国土地理院	 明治２６年当時の笠原川

は，現在のように陸域奥ま

で深く入り込んでおらず，

津波の浸水路としては，現

在よりもかなり小規模であ

ったこと	 

甲405	 地図	 写し	 平成29年1

月6日ダウ

ンロード	 

グーグル株

式会社	 

現在の笠原川の形状	 
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甲406	 地震と津波の

マグニチュー

ドに基づく津

波高の予測	 

http://repos

itory.dl.itc

.u-

tokyo.ac.jp/

dspace/bitst

ream/2261/13

028/1/ji0641

003.pdf	 

写し	 平成 1年 1

月	 

阿部勝征	 抗告人が本件発電所に影響

を与える可能性のある海域

活断層を抽出する際に用い

る阿部式（1989）の論文。	 

この式によって求められる

のは，震央から一定距離に

ある地点付近における平均

的な津波高さであって，そ

の付近における最大高さは

その2倍に達するというのが

この論文の結論であり，阿

部式（1989）のポイントで

あること。	 

以上	 


